
平成１９年度運営目標 中間報告

中期ビジョン 安心・安全の京都

重点目標４ 渇水や事故等緊急時においても、安全な水を安定して供給できるシステムの整備に努めます。

事項名及び運営目標 進捗状況（成果） 今後の取組

事項１ ３浄水場接続と統合水運用事業の推進

３浄水場接続後の水運用拠点施設の Ｂ ・配水池については設計を終え、入札手続き中（９ ・配水池は１１月に工事契約を締結し、年度末に基
うち構造物を２０年度に完成させま 月入札公告 。 礎を完成の上、東西２分割の西側について本体壁）
す。 の立上げに着手予定。

・ポンプ棟については、設計を終え、建築基準法の
手続きを進めるとともに発注準備中。 ・ポンプ棟は１月に工事契約を締結し、基礎杭の打

設に着手予定。

水運用拠点施設のうち構造物を２０年度に完成

府営水道事務所の機能を拡充して接 Ｂ ・府営水道事務所と水運用センターをおくための管 ・年度内に詳細設計を完了。
続後の浄水場運転を統括する水運用 理棟改修の基本設計を完了（６月 。）
センターを整備します。

・管理棟改修詳細設計について発注済（10月契約 。）
接続後の浄水場運転を統括する水運用センターを

・府営水道全体の監視制御システム詳細設計につい ２１年度に整備し２２年度に運用開始。
て発注済（10月契約 。）

府営水道事業経営懇談会において、 Ｂ ・９月に第36回府営水道事業経営懇談会を開催し、 ・第37回水道懇での議論を踏まえ、引き続き水道懇
効果的な水運用のあり方について検 乙訓系の料金のあり方及び３浄水場接続後の料金 小委員会での検討を行っていただいており、次回
討を行い、適切な料金設定の方向性 のあり方等について諮問を行い、当面、緊急の課 以降の水道懇において最終取りまとめを行ってい
を取りまとめます。 題である乙訓系の料金のあり方について、先行し ただく予定。

て議論が開始されることとなった。
・乙訓系に引き続き、宇治系、木津系においても府

・乙訓系料金については、水道事業経営懇談会小委 と関係市町とで経営健全化に向けた協議を行って
員会での議論を踏まえ、10月下旬に開催した第37 いく。
回水道懇において、５円程度の供給料金引下げが ・水道懇においては、引き続き３浄水場統合後の料

。可能であるとした小委員会の中間報告を行い、引 金のあり方や基本水量等について議論をいただく
き続き小委員会での議論が継続されることとなっ
た。



事項２ 乙訓地域受水市町の経営健全化

１９年３月に設置した「上水道事業 Ｂ ・３月に第１回検討会を開催し、これまで乙訓２市 ・検討内容を更に精査するとともに、大山崎町を含
経営健全化検討会」において、厳し 水道事業の経営健全化策等を検討 めた広域的整備の検討の可能性を踏まえつつ、次
い経営状況にある乙訓地域受水市町 回検討会にて、最終取りまとめを予定。
の経営健全化策を取りまとめ、料金 ・第４回検討会（８月）において、経営健全化方策
低減につながるコスト引下げと水道 について中間取りまとめ
水の安定供給の確保を図ります。

＜中間取りまとめ概要＞
・各市に２箇所ある浄水場を各々１箇所廃止す
ることに伴い維持管理経費等を削減

・２市の浄水場廃止に要する市の経費支出に対
し府が一定支援

・大山崎町を含めた広域的整備の検討が望まし
く、引き続き町に対して参加を要請

事項３ 府営水道の老朽施設の更新と耐震化の推進

宇治浄水場導水施設更新について Ｂ
２０年度供用開始を目指します。

トンネル全長1.3kmのうち残区間 ・湧水障害で掘進速度は当初計画よりも遅いものの ・残区間について地質調査で安全・的確な工法を選、
0.7kmの掘削・完成 対策工法を確立して着実に掘進中。 択しつつ掘進 残り0.5kmについて可能な限り掘

・予定延長0.7kmのうち 0.2kmを掘削 累計0.8km 削し年度内の貫通を目指す。、 （ ）。

道路埋設等の開削区間に新規着工 ・３分割工事のうち２工事について発注済（10月契 ・残る工事も年内に契約を締結
し、全長1.2kmのうち0.4kmを完成 約 。 年度内に0.4kmの完成を目指す。）

地下式ポンプ所に新規着工し、基 ・設計を終え、建築基準法の手続きを進めるととも ・１２月に工事契約を締結
礎完成・本体壁まで進捗 に入札手続き中（10月入札公告 。 年度末に基礎を完成の上、本体壁の立上げに）

着手予定。

木津浄水場取水口等の耐震強化対策 Ａ ・６月２２日に工事を完了。
工事を６月末までに完了します。

管路の耐震化を実施します。今年度 Ｂ ・本年度実施工事について、関係機関との協議を終 ・河川内の工事で、非出水期（１０～６月）の施工
においては、水管橋１６橋のうち２ 了し、発注準備中。 を要するため、１２月に着工
橋（木津川大橋添架水管橋・木津浄 年度内に２橋の耐震化を完成
水場取水棟水管橋）について耐震強
化対策工事を実施します。 ※本年度から宇治・木津浄水場基幹構造物の耐震強

化工事に着手（⑲詳細設計⑳～計画的に整備）



事項４ 安心・安全な府営水道の供給と経営の効率化

非破壊検査による診断を主要ポンプ Ｂ ・オーバーホールの要否の合理的判断及び基礎デー ・１次診断又は２次診断（精密診断）の結果により
（１８台）について継続して実施す タを蓄積するため、非破壊検査方法による診断業 オーバーホールの要否を判断し、更に基礎データ
るとともに小型ポンプ（１５台）に 務を９月に発注し、現在、３３台の１次診断（振 の蓄積・分析等を行い、実施時期を決定する仕組
ついても実施し、適正なオーバーホ 動・絶縁）を実施中 みの拡充により、ライフサイクルコストの低減を
ール時期を決定する仕組みを更に拡 図る。
充することにより、ライフサイクル
コストを低減します。

府営水道水によるペットボトル詰め Ｂ ・受水市町等にペットボトル水を配付。 ・これまでのアンケート結果を活かして 府主催イ、
飲料水１万本を製作し、府営水道水 ベント会場等において府営水の利き水会を開催す
の質の良さや安全性をより多くの府 ・７月18日 向日町競輪場において試飲会を開催 る他、浄水場施設見学等来場者にペットボトル水
民に理解していただきます。 し、来場者へのアンケート協力要請とともに、ペ を配付するなど、積極的な利活用を図る。

ットボトル水約1,100本を配付して府営水道の意義
をＰＲ ・ペットボトル水の利活用を含めた今年度のＰＲ効

果を検証し、若手や女性職員で構成するプロジェ
クトチームで来年度からの効果的なPR方法を検討
する。

、 。府営水道及び水資源の大切さをＰＲ Ａ ・９月末において、積極的な社会見学の受入により ・引き続き積極的な学校への働きかけ等 PRを行う
するため、引き続き水道週間等にお 3,171人（児童・生徒に限る）を達成。
いて児童・生徒の社会見学を受け入 （参考）⑲浄水場施設公開来場者数3,847人
れ 今年度は3,000人以上 ⑱実績 2,、 （
788人）の参加を目標とします。

経営の効率化に資するため、ポンプ Ｃ ・電力使用量は３浄水場合計で3,861,617kwh、対前 ・引き続き、太陽光発電パネルの有効活用、夜間電
等の効率的な運転等により電力使用 年度比0.3%の削減となっている（８月末までの累 力の利用や効率的なポンプ類の運転等の取組によ
量を前年度比０．５％削減します。 計 。なお、供給水量は全体で0.1％の増となって り、供給水量を保ちつつ、電力使用量の削減に努）

いる。 める。

３浄水場接続後の効果的な水運用に Ｂ ・９月に第３６回府営水道事業経営懇談会を開催 ・水道事業経営懇談会において、当面の緊急課題で
よるコスト削減について、府営水道 し、乙訓系の料金のあり方と３浄水場接続後の料 ある乙訓系の料金のあり方に引き続き、３浄水場

。事業経営懇談会において検討を行い 金のあり方等について諮問 接続後の料金のあり方等について議論をいただく
ます。

・乙訓系に引き続き、宇治系、木津系においても府
と関係市町とで経営健全化に向けた協議を行って
いく。

事項５ 電気事業の安定的な実施

太鼓山風力発電所の設備利用率を０. Ｂ ・本年４月より、落雷検知設定を上げた結果、４月 ・今後、冬季雷シーズンに向けてデータの蓄積、分
５％増加させ、１３.０％とします。 ～１０月においては、落雷回数が平均より増加し 析、評価を行い、運用方法等の改善を行うことに
今年度は、襲雷予報システム運用方 ているにも係わらず、風車停止時間が過去３年平 より、設備利用率を０.５％増加させ、１３.０％
法の見直し及び機器点検の強化によ 均１４６時間から約２０％短縮された。 にする。
り、年間発電量を増加させます。

・また、機器点検項目に数値項目を入れ、機器設置
位置のズレを早期に発見することにより、故障発
生を低減させた。



・上記の対策により、約１３，０００ｋＷｈの発生
電力増となった。

電気事業のあり方について、経営状 Ｃ ・庁内連絡会を立ち上げるため、関係部署に対して ・庁内関係部署の協力を得て、１１月中に庁内連絡
態や今後の見通し、環境問題等、多 電気事業の現状と課題を順次説明するとともに協 会を立ち上げ、電気事業のあり方について、経営

。角的な観点からの検討を行います。 議を実施 面・環境面等多角的な観点から検討を進めていく
（ポイント）

①水力発電：２２年度以降関西電力による電力買
取義務がなくなり、引き続き経営を維持できる
ような単価契約が必要

②風力発電：当初計画を下回る発電状況を改善す
る必要、事業中止・撤去する場合には多額の企
業債償還・補助金返還や撤去費が必要

事項６ 工業用水道事業の安定的な実施

ライフサイクルコストを低減させる Ｂ ・委託業務の発注を完了 ９月 し 現在 取水井 ・老朽化施設の補修計画の策定（平成２０年度）に（ ） 、 、 、
ため、適切で経済的な維持管理を行 沈殿池、調整池の耐震診断（構造計算）を実施中 向け、施設総点検を終了し、１月末までに、短期
うこととし、老朽化施設の補修計画 である。 ・中期計画を２月末までに耐震化計画の策定を実
の策定（平成２０年度）に向け、今 施する。
年度は、施設総点検を実施します。 ・また、施設総点検結果も踏まえた短期・中期計画

の策定に着手している。

中央監視制御装置の更新工事を今年 Ｂ ・１９年３月に着手し、制御装置の製作について概 ・今後、２月中には、工事を終了する予定で３月か
度完了させます。 ね完了した。 ら運用を開始する予定。

・コントロールセンター（５面）を制作、据付 １１月 残りの現場盤（５面）を据付
①電源引込盤、②起動器、ブラシ引上機盤、 既存設備改造
③１号送水ポンプ盤、④２号送水ポンプ盤、 計装変換器盤を据付
⑤３号送水ポンプ盤 １２月～ 中央ＬＣＤ装置等を据付

総合的な試運転調整
・中央ＬＣＤ装置を制作＜工場検査済み＞

電気事業の検討状況も踏まえつつ、 Ｃ ・包括外部監査意見等を踏まえ、本庁と公営企業管 ・引き続き工業用水道事業の現状と課題を踏まえ、
工業用水道事業のあり方について、 理事務所とで検討課題と今後の検討の進め方等に 受水企業等の意見も聞きながら、今後のあり方に
将来の管理体制等、多角的な視点か ついて協議。 ついて検討を行う。
らの検討を行います。

・府と受水企業等で構成する工業用水道連絡協議会
総会（５月３０日開催）時に、受水企業に対して
工業用水道事業が抱える課題やそのあり方につい
て検討する必要性を説明し理解を求めた。



中期ビジョン 活力の京都

重点目標３ 起業環境の整備や国際競争に対応できる産業の集積、観光の振興を進めます。

事項名及び運営目標 進捗状況（成果） 今後の取組

事項１ 京都新光悦村整備事業等の推進

＜京都新光悦村＞ ・５件（９区画及び道路部分）を分譲。 ・平地面積不足問題に関連する分譲要綱及び宅盤概
○商工部との連携により、８件の企 Ｂ （株）井筒八ッ橋本舗 要説明書を早期に修正し、商工部と連携し、分譲
業立地に努め、５年間での完売を目 春日製作所（株） 0.7ha 促進に努める。
標に資金回収を進めます。 佑斉工房

・現在、分譲面積は立地表明分も合わせると、全体
分譲面積の約７割を占める。

分譲済み （１１区画） 2.5ha
立地表明 （２１区画） 3.9ha

計 （３２区画） 6.4ha

＊全体面積9.1ha（58区画）に占める割合 71%

＜長田野工業団地アネックス京都三 ・１社に分譲（加美電機㈱ 0.3ha 。 ・商工部、福知山市、中小企業基盤整備機構と連携）
和＞ して、分譲促進に努める。
○商工部との連携により、早期完売 Ｂ ・現在、全体２７区画のうち５区画が分譲済み。
に向けより一層の企業誘致に努め、 ２区画が買い増しの予約契約済み。
資金回収を進めます。

分譲済み （５区画） 2.3ha
予約契約 （２区画） 0.63ha

計 （７区画） 2.93ha

＊全体分譲面積30.9haに占める割合 9.45%


